
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,782 1,854 4,636 合計 5,236 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発冊子，啓発物品等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費者団体との共催による消費者問題に係る講
習会の開催等【交付金】

400 240 160 400 講師謝金等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害を防止するための啓発用物品の作
成等【交付金】

3,636 2,542 1,094 3,636 

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員報酬(H22年度～，相談員1名増員)【交付
金】

1,200 600 600 報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

自治体コード 080201 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 1 水戸市



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 各地域で出前講座を開催。

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止を図るため、消費者啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） 消費者団体に対し、補助金を交付。

（強化） 消費者団体と共催で消費者問題に係る講習会を開催し、消費者問題の解決力を強化する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員５名を配置し、週６日相談を実施。

（強化） 相談員１名を増員（平成２２年度、２３年度に各１名増員、平成２６年度に１名減員）し、相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 前年度差 -1,099            千円

今年度の消費者行政予算 22,367              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 600                   

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象外経費 18,830            千円

うち先駆的事業 -

1,200      

平成20年度の消費者行政予算 18,505              

前年度の消費者行政予算 23,642              千円

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

参加者数

千円

実施形態

1        864    

対象人員数計

1        

千円

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

千円

うち交付金等対象経費 4,812              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象経費 4,636              

千円

20年度差 -774               うち交付金等対象外経費 17,731            



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

相談員数 6            今年度末予定 相談員数 6            人

相談員数 今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 6            今年度末予定 相談員総数 6            人消費生活相談員の配置 前年度末 人

前年度末 人相談員数 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 人

うち委託等の相談員 前年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

有

無



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,363 1,575 3,938 合計 5,121 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

中学生のための消費生活副読本本編改訂版作成　671
中学生のための消費生活副読本ダイジェスト版作成　181
消費者トラブル被害防止チラシ作成　99
消費生活サポーター養成講座開催　100
悪質商法被害防止啓発品購入　120
路線バス車内放送広告費　850 等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害未然防止のための啓発品作成・配布
等【交付金】

2,021 952 1,069 2,021 

消費生活相談員の研修参加に係る旅費及び負担金等

H27 PIO－NET刷新に伴う研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
H23年度から土曜日開設に伴う相談員1名増員
【交付金】

2,366 1,183 - 1,183 1名増員分の人件費等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】
H27 PIO－NET刷新に伴う研修参加支援【交付金】

187 - 187 187 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

消費生活相談員への弁護士助言事業【交付金】 547 228 319 547 弁護士への謝金（月2回）

27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

自治体コード 082023 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 2 日立市



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 消費者トラブルの注意喚起のための啓発品の作成と出前講座等での配布。

（強化）

・中学生を対象とした消費生活副読本を作成・配布し、消費者教育の推進を図る。
・啓発用チラシを作成し、街頭キャンペーや消費生活展等で配布することで消費者被害の未然防止を図る。
・学生や高齢者が利用する機会が多い路線バスの車内放送を活用し、広く市民に啓発し消費者被害の未然防止を図る。
・啓発品を出前講座や消費生活展等で配布することにより、悪質商法被害の未然防止を図る。
・消費生活サポーターを養成するため、消費者問題の基本的な知識及び出前講座を実施するためのノウハウを習得するための養成講座を開催す
る。等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 相談員の国民生活センター・県等への研修参加を支援。

（強化） 相談員の国民生活センター・県等への研修参加をさらに回数を増やすなどして、知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名により、相談窓口を平日及び毎月第2・第4土曜日を開設。

（強化） 相談員1名を増員し3名体制で、相談窓口を平日及び、全ての土曜日を開設することで相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 県の随時法律相談を活用し、相談の高度化を図っていた。

（強化） 月2回（1回2時間）、弁護士に依頼し、相談員が直接助言・指導を受けることにより相談対応力の強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 前年度差 -3,497            千円

今年度の消費者行政予算 12,776              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,183                

1,180                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象外経費 8,397              千円

うち先駆的事業 -

2,359      

平成20年度の消費者行政予算 9,678                

前年度の消費者行政予算 11,306              千円

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

参加者数

千円

実施形態

1        1,470  

対象人員数計

1        

千円

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

千円

うち交付金等対象経費 2,909              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象経費 7,876              

千円

20年度差 -4,778            うち交付金等対象外経費 4,900              



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国や県などの研修参加に要する旅費、負担金を支援

相談員数 今年度末予定 相談員数 人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人消費生活相談員の配置 前年度末 人

前年度末 人相談員数 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 人

うち委託等の相談員 前年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

無

無



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,136 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

981 155 1,136 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

全市内中学生への啓発リーフレット配布
全公民館（高齢者）への啓発リーフレット配布
講座用啓発消耗品　購入【交付金】

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑧消費生活相談体制整備事業

啓発リーフレット作成費
講座用啓発消耗品・参考書籍等購入　等

35 

778 778 - 778 

研修旅費等

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

- 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加支援【交付金】 35 - 35 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

- 

【復興】放射能測定器のメンテナンス料等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品における放射線の測定事業【交付
金】

203 203 203 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士と連携した相談対応能力の向上【交付金】 120 120 120 弁護士報償

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 3 土浦市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

市広報誌へ相談事例を掲載、消費者教育のための講演会を開いている。

啓発用リーフレット・消耗品・参考書籍品を購入し、若者に向けた消費者教育の充実と、高齢者への特に被害の多い悪質商法への注意喚起を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

国民生活センター、県相談員会議、法律関係会議等に参加。

相談員が新たに（財）日本消費者協会、ＮＰＯ消費者相談室の開催する研修会に参加し、相談員の知識・スキルアップを図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 弁護士から定期的にアドバイスを受け、相談員の知識・スキルのレベルアップを図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 国から貸与された放射能測定器を活用し、食に対する不安を取り除くための検査を実施する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 前年度差 -3,603            20年度差 -1,920            千円

今年度の消費者行政予算 10,889              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

8,617              

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成20年度の消費者行政予算 10,537              

前年度の消費者行政予算 13,530              千円

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数

千円

うち交付金等対象外経費 12,220            

実施形態

対象人員数計

千円

自治体参加型

うち交付金等対象経費 1,310                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象経費 2,272              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員の研修参加の旅費等の支援

人

有

無

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

3            今年度末予定 相談員数 3            人

相談員数 今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人 人消費生活相談員の配置 前年度末

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員

③就労環境の向上

人

前年度末 人

うち委託等の相談員 前年度末

相談員数

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

1,129 521 1,650 

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

合計 2,341 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者への教育、啓発を強化し、消費者問題の
解決力を強化する。【交付金】

502 301 201 502 

⑧消費生活相談体制整備事業 Ｈ２６．４から相談員を１名増員する【交付金】 1,382 415 276 691 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加を支援する【交付金】 111 67 44 111 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査を実施 346 346 346 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

自治体コード 008204 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 4 古河市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

人日

人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） リーフレットや啓発グッツを出前講座や消費生活展で配布し、消費生活に関する知識の向上を図り、消費者教育の効果を高める。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修への参加を支援し、知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名、1人当たり相談日は、４日/週

（強化） H26.4から週4日勤務の相談員を1名増員し、相談体制及び啓発の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食の安全を確保するため、学校給食用食材等の放射性物質検査を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

活用） （強化）

参加者数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 前年度差 -1,430            千円

今年度の消費者行政予算 7,968                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 691                   

691                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象外経費 6,098              千円

うち先駆的事業 -

1,382      

平成20年度の消費者行政予算 5,909                

前年度の消費者行政予算 7,648                千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

千円

1        1,040  

対象人員数計

1        

千円

千円

うち交付金等対象経費 1,550              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象経費 3,300              

千円

20年度差 -1,241            うち交付金等対象外経費 4,668              



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向けた国や県などの研修参加に要する旅費・負担金支援

相談員数 今年度末予定 相談員数 人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人消費生活相談員の配置 前年度末 人

前年度末 人相談員数 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 人

うち委託等の相談員 前年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

有

有



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

577 385 962 合計 1,331 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育啓発品等の購入，新成人に対する消費生
活関連図書の配布等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者教育，啓発の充実強化等【交付金】 430 238 159 397 

旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員を1名増員による相談体制の強化【交付
金】

672 202 134 336 相談員報酬（H23.10から1名増）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップのための研修参加旅費
【交付金】

229 137 92 229 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

自治体コード 082068 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 5 石岡市



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 消費者教育啓発品や消費生活関連書籍等を購入し，消費者被害防止を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 相談員が参加する研修について年4回支援

（強化） 相談員の資質の向上を図るため，国セン等が実施する研修への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週4日1名体制で相談業務を実施し，週1日は2名体制で相談業務を実施。

（強化） 情報処理等のため勤務日を増加し，相談体制を強化する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 前年度差 -117               千円

今年度の消費者行政予算 4,014              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 336                

336                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象外経費 2,207              千円

うち先駆的事業 -

672        

平成20年度の消費者行政予算 3,046              

前年度の消費者行政予算 3,167              千円

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

参加者数

千円

実施形態

1        576    

対象人員数計

1        

千円

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

千円

うち交付金等対象経費 960                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象経費 1,924              

千円

20年度差 -956               うち交付金等対象外経費 2,090              



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の資質の向上を図るため，国セン等が実施する研修への参加を支援する。

相談員数 今年度末予定 相談員数 人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人消費生活相談員の配置 前年度末 人

前年度末 人相談員数 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 人

うち委託等の相談員 前年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上 ○ 情報処理等のため勤務日数を増加し相談体制を強化する。

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

有

無



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,025 1,095 3,120 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発用ノベルティの購入費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費者問題に取り組む団体等への補助
【交付金】

200 120 80 200 民間団体等への補助金

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害防止のための啓発活動の強化
【交付金】

1,118 665 444 1,109 

旅費，研修会費等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の勤務日数拡大による人件費の増額
【交付金】

2,548 766 511 1,277 
増額分報酬，社会保険料（平成23年度より，相談員2
名の勤務日数を週3日から週4日に拡大したことによる）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

担当職員及び消費生活相談員等の研修会への
参加を支援　【交付金】

122 63 42 105 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器のメンテナンス費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査の実施 384 384 384 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士等専門家を講師に相談員及び関連部署
の職員を含めた学習会を開催　【交付金】

45 27 18 45 講師謝礼

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 6 結城市 自治体コード 082074 平成 27 年度

合計 4,417 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 出前講座等で配布するパンフレットを作成。

（強化）
高齢者を対象に悪質商法防止に関するパンフレットやノベルティを作成し，独居世帯や高齢者世帯へ民生員等の協力を得て配布。また，出前講座やイベント等でも配
布し，啓発を強化する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 民間団体等で行う消費者問題に関する活動に対し，補助支援をする。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 県や国セン等主催の研修会に参加

（強化） 相談員や担当職員の希望する国センや消費者団体等主催の研修会へ積極的な参加を支援するため，旅費・研修参加費を負担する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週３日勤務の相談員２名で相談に対応

（強化） 相談員の勤務日数を週３日から週４日に拡充し，２人体制の日を増加することで，相談体制の強化を図るとともに，処遇改善を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】　国民生活センターから貸与された検査機器を活用し，食品中の放射性検査物質検査を実施する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化）
複雑高度化する相談内容に対応する知識とスキルの向上及び庁内関連部署の職員との連携構築のため，相談員及び職員向けの学習会を開催す
る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -3,090            千円

6,976                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 6,240              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,262                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 3,581              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,548      

平成20年度の消費者行政予算 2,889                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

736                千円

うち交付金等対象外経費 3,826              千円

20年度差 -2,153            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,275                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 7,407                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        744    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン及びその他の民間団体等が行う研修参加に伴う旅費・研修費の支給

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

396 120 516 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

印刷製本費：一般向け啓発チラシの作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

【交付金】消費者被害防止のための啓発チラシ作
成

300 180 120 300 

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

委託料：検査機器の校正等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品中の放射性物質検査の実施 216 216 216 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 7 龍ケ崎市 自治体コード 082082 平成 27 年度

合計 516 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発チラシを作成し，消費者被害を防止する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食品中の放射性物質検査を実施し，食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -591               千円

3,617                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,032              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 216                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,851                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

2,585              千円

うち交付金等対象外経費 3,176              千円

20年度差 -266               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,392                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 人

無

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,075 1,235 3,310 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

小中学校における消費者教育の実施　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

小中学校における消費者教育の実施・小学生向
けに副読本の作成

1,600 960 640 1,600 

旅費及び負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
H21.4月から相談員1名配置し，休日相談の実施
など、相談体制の強化

2,956 887 591 1,478 
相談員報酬及び休日相談に係わる時間外勤務手当
（職員含む）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

国や県が開催する研修会への参加支援 12 8 4 12 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器校正費用

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】放射性物質検査機器メンテ等 220 220 220 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 8 下妻市 自治体コード 082104 平成 27 年度

合計 4,788 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 小中学校における消費者教育の出前講座を実施し、知識の普及や啓発活動を推進する。小学生向けに副読本の作成。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国や県が開催する研修会への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） H21.4月から消費生活センターを設置し、相談員1名を配置。また月2回程度、休日相談を実施する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食の安全安心を確保するため、食品等放射性物質検査を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 86                  千円

5,147              千円

230                千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,310              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,712              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 223                千円

うち交付金等対象経費 2,067              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,978      

平成20年度の消費者行政予算 150                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,837              千円

うち交付金等対象外経費 1,751              千円

20年度差 1,687              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,478              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,818              千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        1,655  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 実務的研修参加のための旅費等の支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,707 1,140 2,847 

通話録音機の市民への貸し出し(10台)
通話録音機購入費
10,240円×10台×1.08＝110,592円≒111,000円
通話録音機設置委託料
7,000円×10台×1.08＝75,600円≒76,000円

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

通話録音機の貸し出し等【交付金】 187 111 76 187 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育・啓発用物品の購入，小中学校への消費
者教育関連資料の配布　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者啓発・教育等の充実・強化【交付金】 1,400 840 560 1,400 

研修参加旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員(2名)の配置【交付金】 2,400 720 480 1,200 

相談員報酬(2名分)
H22.4月から週4日開設しセンターへ移行，相談員2名
の勤務日を週1日ずつ拡大（A：週2→週3，B：週1→週
2勤務）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】 60 36 24 60 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 9 常総市 自治体コード 082112 平成 27 年度

合計 4,047 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし。

（強化） 通話録音機の貸し出しを実施し，電話勧誘による消費者被害の未然防止と早期発見を図る。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし。

（強化）
一般住民を対象とした消費生活に関する出前講座等を実施し，啓発の強化を図る。小・中学生を対象に消費者教育資料を配布し，消費者教育の強
化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし。

（強化） 国民生活センターや県等が主催する研修へ参加するため，旅費・負担金等を支援し，知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし。

（強化）
平成21年6月から相談窓口を設置（週3日開設，2人，一財対応）。
平成22年4月から週4日開設しセンターへ移行。相談員2名の勤務日を週1日ずつ拡大（A：週2日→週3日，B：週1日→週2日勤務）。※平成22年4月か
ら基金充当。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 7                    千円

4,334                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,847              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,200                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 2,554              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,400      

平成20年度の消費者行政予算 480                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,487              千円

うち交付金等対象外経費 1,480              千円

20年度差 1,007              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,200                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 4,034                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        1,680  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談対応スキルアップのため，国や県などの研修参加要する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

413 129 542 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発物品（トイレットペーパー等）の購入
・トイレットペーパー　32,400円
・宛名シール2,700円
・クッション38,000円
・消費者教育用ＤＶＤの購入　　5,000円 等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者啓発用物品等の購入【交付金】 117 48 31 79 

研修参加旅費，負担金
39,390円×6回＝236,340円
9,800円×1回＝9,800円

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】 302 149 98 247 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正　 216,000円

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品の放射性物質検査の実施 216 216 216 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 10 常陸太田市 自治体コード 082121 平成 27 年度

合計 635 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 出前講座の実施，消費者被害防止ポスターの作成

（強化） 上記の他，啓発用物品を作成し，啓発の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国セン等の研修会へ参加するための旅費・負担金等を支援し，スキルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査機器により，食品等の放射性物質検査を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -505               千円

2,163                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,084              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 367                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,468                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,079              千円

うち交付金等対象外経費 1,584              千円

20年度差 -1,389            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 1,951                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け，国や県などの研修参加に要する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 -            人

有

無

-            人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 -            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,721 1,146 2,867 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発用パンフレット、物品等の作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費生活展においての啓発活動を強化し、消費
者被害の防止を図る。【交付金】

484 290 194 484 啓発用チラシ、物品等の作成　等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

パンフレット等を作成配布し、消費者意識の高揚
を図る。【交付金】

1,117 664 442 1,106 

相談員研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
H21年度に相談窓口開設し，相談員2名を配置。
H27年度から開設日の増及び相談員の1名増に
伴う相談員への報酬【交付金】

2,294 688 458 1,146 
窓口開設日を週3日から週5日へ拡大し、消費生活セ
ンターを設置する。相談員1名増員し3名配置する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援
する。【交付金】

183 79 52 131 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 11 高萩市 自治体コード 082147 平成 27 年度

合計 4,078 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 消費者啓発用チラシの市内全戸配布を通して、消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費生活展での啓発活動を強化し、消費者の安全・安心を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加を支援し、相談対応能力の強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化）
平成21年度に相談窓口開設（相談員2名，週3日開設）。平成27年4月から消費生活センターを設置し、窓口開設日を週3日から週5日に拡大する。ま
た、H27.6月から相談員を2名から3名に増員する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,435            千円

4,078                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 5,734              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 674                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 2,308              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,294      

平成20年度の消費者行政予算 -                      

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-1,656            千円

うち交付金等対象外経費 779                千円

20年度差 -1,656            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,146                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,087                千円

対象人員数計

3        

うち先駆的事業 - 千円

3        1,788  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加を支援　（相談員１人年１回）

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

3,406 1,045 4,451 

【復興】専任で配置した検査員人件費の一部

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】食品等の放射性物質検査に係る専任の
検査員の配置

6,367 1,148 1,148 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発用物品・リーフレット等の作成配布　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者への啓発・教育の充実強化【交付金】 1,513 891 594 1,485 

消費生活相談員の研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
H22年度から相談窓口設置に伴う相談員（1名）
の配置【交付金】

1,944 583 389 972 消費生活相談員の報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加支援【交付金】 155 93 62 155 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器メンテ等費用

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査の実施 691 691 691 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 12　北茨城市 自治体コード 082155 平成 27 年度

合計 10,670 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 【復興】消費者庁から貸与された放射性物質検査機器等に係る専任の検査員を配置し、食の安全を確保する。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用ノベルティー及びリーフレットを作成し、消費者啓発を強化する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加を支援し、相談員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を配置し、相談体制を強化する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食の安全を確保するための放射性物質検査機器のメンテ等を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 1,171              千円

10,670              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 8,902              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 470                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,652              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,944      

平成20年度の消費者行政予算 180                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,768              千円

うち交付金等対象外経費 597                千円

20年度差 1,588              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 972                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,249                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,883  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップのために、関連研修会への参加を支援する。

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

522 227 749 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

出張消費生活相談謝礼122,400円。
高齢者向け消費者教育カレンダーの購入355,752円
出前講座参加者向け消費生活啓発冊子の購入87,480
円　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

出張消費生活相談の実施。【交付金】
高齢者への消費者教育カレンダー配布。【交付
金】
一般市民向け消費生活啓発冊子の配布。【交付
金】

567 340 227 567 

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の線源校正費172,800円
検査に使用するビニール袋等購入9,000円

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】学校給食食材の放射性物質検査の実施
【交付金】

182 182 182 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 13 笠間市 自治体コード 082163 平成 27 年度

合計 749 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 地域へ出向き消費生活相談を実施し、相談事業の充実を図る。

（強化） 上記の他，高齢者へ消費者教育カレンダー等、出前講座参加者へ消費生活啓発冊子を配布し、消費者教育の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査機器の精度を維持するため線源校正を実施する。測定に使用するビニール袋等を購入する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -959               千円

11,703              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,498              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,063              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,213                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

10,205            千円

うち交付金等対象外経費 11,164            千円

20年度差 7,992              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 12,227              千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 5            人

有

無

人

相談員数 今年度末予定 相談員数 人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 4            今年度末予定 相談員総数 5            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 4            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 6,299 2,236 706 2,942 

【復興】専任検査員人件費（３人）
3,082千円の1/4→770千円

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】
食品等の放射性物質検査専任検査員の人件費

3,082 770 770 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費生活講演会講師謝礼。啓発資料・啓発グッ
ツの作成・購入等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

地域における消費者啓発の実施【交付金】 376 226 150 376 

研修参加旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員増員による相談体制の充実強化【交付
金】

2,090 627 418 1,045 
相談員の報酬・社会保険料　（Ｈ22年4月から1名
増）　2,090千円の1/2→1,045千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップのための研修参加旅費及
び負担金【交付金】

204 123 81 204 

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

【復興】放射性物質検査機器メンテ等（２台）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】
食品等の放射性物質検査機器のメンテナンス等

404 404 404 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

専門的知識を有する弁護士や建築士の活用【交
付金】

143 86 57 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

143 講師謝金

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 14 取手市 自治体コード 082171 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査に要する専任の検査員人件費の一部

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名を配置。

（強化） PIO-NETの入力を迅速に行うため及び，消費者ホットラインの実施に伴い消費者からの増加する相談に対応するために相談員を１名増員する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 消費者を対象に消費者セミナー年２回及出前講座を開催。

（強化） 上記の他，一般住民を対象とした消費生活講演会の開催，及び悪質商法や投資詐欺などの手口を学ぶため啓発資料・啓発グッツを作成・購入する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国・県等の研修を1回のみ支援。

（強化） 国や消費者団体・県等の研修への参加を支援し，相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 専門知識を有する弁護士・建築士を活用し，複雑化・高度化する消費生活相談への対応を強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全を確保する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -3,951            千円

8,026                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 5,884              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,043                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 2,124              千円

1,532  

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,090      

平成20年度の消費者行政予算 5,877                

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

20年度差 -3,735            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,045                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費 2,142              千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象外経費 6,093              千円

今年度の消費者行政予算

1        

千円

前年度の消費者行政予算 8,217                千円

対象人員数計

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国や県などの研修参加に要する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

993 661 1,654 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

市内小中学校新一年生に消費者教育パンフレットを配
布
消費者教育パンフレットの配布
消費者教育啓発物品（ポケットティッシュ）の配布
消費者教育参考図書の購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者教育啓発パンフレット・啓発物品の作成
消費者教育参考図書の購入【交付金】

996 573 382 955 

研修参加旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の増員に伴う人件費増加分
既存相談員の勤務日数増加に伴う人件費増加
分【交付金】

1,816 397 264 661 
相談員の報酬、費用弁償
（平成23年4月から相談員1名増員、平成27年1月から
既存相談員1名の勤務日数増加）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】 38 23 15 38 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 15 牛久市 自治体コード 082198 平成 27 年度

合計 2,850 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化）

市内小中学校新一年生に消費者教育パンフレットを配布。
消費者教育パンフレットの配布。
消費者教育啓発物品（ポケットティッシュ）の配布。
消費者教育参考図書の購入。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国セン等が主催する研修へ参加するための旅費・負担金等を支援し、相談員の知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名体制で相談業務を実施。

（強化） 平成23年4月より、相談員2名体制に相談業務を拡充。既存相談員の勤務日数の増加。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,503            千円

3,994                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,308              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 649                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,589              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,392      

平成20年度の消費者行政予算 1,790                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

686                千円

うち交付金等対象外経費 2,189              千円

20年度差 -1,104            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 661                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,778                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        1,392  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け、国セン・県等の研修に参加するための旅費等を支援する。

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,310 874 2,184 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

中学生消費者教育小冊子の購入
市内全世帯配布用チラシの印刷及び配布業務委託
出前講座等の資料となる啓発用冊子等の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

生徒への消費者教育冊子配布【交付金】
消費者被害防止のチラシ配布【交付金】
消費者被害防止の啓発用冊子等の配布【交付
金】

1,224 734 490 1,224 

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談体制の強化【交付金】 1,920 576 384 960 
相談員報酬の増加分
(平成27年４月から相談員1人増)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 16 つくば市 自治体コード 082201 平成 27 年度

合計 3,144 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 県や国センからのちらし等の掲示等のみで，特に啓発・教育活動なし

（強化）
中学生を対象とした小冊子を配布し，消費者教育の強化を図る。
被害の多い悪質商法の手口を記載したチラシを作成し，市内全世帯に配布し消費者被害の防止を図る。
啓発用冊子等を購入し，出前講座等の参加者及び消費者団体等に配布し消費者教育・啓発の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員を３名体制で実施

（強化） 消費生活相談体制を強化するため，消費生活相談員を１名増員し４名体制とする。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,187            千円

12,721              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 4,368              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,299              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,920      

平成20年度の消費者行政予算 8,436                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

8,353              千円

うち交付金等対象外経費 10,540            千円

20年度差 -83                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 960                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 12,839              千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,392  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 人

無

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 4            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 4            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

911 607 1,518 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消耗品費、委託料等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者教育資料購入、啓発用品作成委託料等
【交付金】

1,463 878 585 1,463 

旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

PIO-NET刷新に係る研修旅費等【交付金】 55 33 22 55 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 17 ひたちなか市 自治体コード 082210 平成 27 年度

合計 1,518 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化）

2人暮らしの高齢者世帯対象に啓発冊子・啓発物品により被害防止の強化を図る。
公用車貼付用マグネットを作成することにより、被害防止の強化を図る。
20歳対象に啓発チラシを作成し配布することにより被害防止の強化を図る。
オリジナルキャラクターの着ぐるみを作成することにより、啓発活動の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） PIO-NET刷新に係る研修に参加し，相談業務の強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 664                千円

8,122                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,518              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 3,253              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 6,359                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

6,604              千円

うち交付金等対象外経費 5,940              千円

20年度差 245                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 9,193                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 -            人

無

有

3            人

相談員数 -            今年度末予定 相談員数 -            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他 ○ 交通費を報酬に上乗せして支給

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 3            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,778 1,737 4,515 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育用備品購入，啓発品物品等の購入等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

市民等に対する消費者教育・啓発の強化を行う。
【交付金】

1,545 923 616 1,539 

相談員等の研修に参加するための交通費，研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業

平成22年１月から相談員１名を増員し，２名→３
名体制にするとともに，資格取得や勤務日数の
増大等による報酬増額を行い，相談対応および
啓発活動の強化等を図る。【交付金】

5,544 1,663 1,109 2,772 相談員報酬・共済費等の増額分

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等のレベルアップのための研修
参加支援を行う。【交付金】

31 19 12 31 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射能検査装置の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射線物質調査を行う。【交付
金】

173 173 173 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 18 鹿嶋市 自治体コード 082228 平成 27 年度

合計 7,293 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 出前講座（消費者教育）や消費生活展における啓発を実施。

（強化） 上記の他，出前講座（消費者教育）の充実を図り，また啓発物品の配布等，啓発活動を強化する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 旅費，研修費を支給。

（強化） 相談業務等の強化のため，相談員等の研修参加を支援し，相談員等のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 相談員２名体制，うち１名は隔日勤務。

（強化）
平成22年１月から相談員１名を増員し，２名→３名体制にするとともに，資格取得や勤務日数の増大等による報酬増額を行い，相談対応および啓発活
動の強化等を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し，食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -4,612            千円

9,528                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 9,030              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,660                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 4,341              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

3        

追加的総費用

5,544      

平成20年度の消費者行政予算 1,510                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

498                千円

うち交付金等対象外経費 5,110              千円

20年度差 -1,012            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,772                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 9,451                千円

対象人員数計

3        

うち先駆的事業 - 千円

3        2,340  

実施形態

相談員A：既存２４H/週→３１H/週　（増７H/週）×５２週＝３６４H追加的総業務量
相談員B：既存２４H/週→３１H/週　（増７H/週）×５２週＝３６４H追加的総業務量
相談員C：既存　０H/週→３１H/週　（増３１H/週）×５２週＝１６１２H追加的総業務量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　２３４０H追加的総業務量

相談員A：95千円/月増×12ヵ月＝1140千円追加的総費用
相談員B：99千円/月増×12ヵ月＝1188千円追加的総費用
相談員C：187千円/月増×12ヵ月＝2244千円追加的総費用
共済費：333668円＋310839円＋326606円＝971113円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　5,543,113円追加的総費用



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
資格取得や勤務日数の増大等により、平成26年度までに増額した３名分の相談員報酬を
維持する。

②研修参加支援 ○ 相談員の資質向上のため，積極的に研修参加に対する支援を行う。

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

909 489 1,398 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者被害防止啓発パンフレット・啓発物品購入、図
書の整備等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害防止対策・消費者教育・消費者啓発
事業【交付金】

1,100 734 366 1,100 

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正費用、検査用消耗
品

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品中の放射性物質検査の実施 175 175 175 

LGWAN回線利用のための専用端末、ソフトウエ
ア購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

LGWAN回線利用のために専用端末等を購入す
る【交付金】

123 123 123 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 19 潮来市 自治体コード 008236 平成 27 年度

合計 1,398 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化）
消費者被害防止強化のため啓発パンフレットの全戸配布。消費者関連啓発用リーフレット、啓発物品購入・配布。消費者教育啓発のため関連図書を
購入し、図書館の消費者コーナーへ配備する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） LGWAN回線利用のために専用端末等を購入する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,448            千円

3,552                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,796              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,201              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,058                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

756                千円

うち交付金等対象外経費 2,204              千円

20年度差 -1,302            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,405                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,988 824 2,812 

【復興】専任検査員人件費等

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】消費者庁から貸与を受けた放射能測定器
により給食食材，自家栽培野菜等の検査を実施
する。

2,012 503 503 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

小中学校生徒への消費者教育啓発用冊子作成，悪質
商法防止のための啓発用冊子作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費者団体と連携し，消費者講座を実施する。
【交付金】

150 90 60 150 消費者団体と連携した研修啓発用品作成　等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者能力向上に役立つ冊子を配布する。【交
付金】

784 470 314 784 

研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業
平成21年10月から相談員1名を週1日確保し，翌
年から１名の相談員の勤務日数を増加した。【交
付金】

2,130 639 426 1,065 相談員報酬，社会保険料等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップのための研修参加を支援
する。【交付金】

90 36 24 60 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】消費者庁から貸与を受けた放射能測定器
により給食食材，自家栽培野菜等の検査を実施
する。

250 250 250 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 20 守谷市 自治体コード 082244 平成 27 年度

合計 5,416 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 【復興】食材の放射性物質測定検査を実施し、食の安全を確保する。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 小中学校生徒の消費者教育を強化するために啓発用冊子を作成する。悪質商法防止のための啓発用冊子を作成する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費者団体と連携した研修啓発用品作成し，消費者講座を開催する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 勤務時間9：00～16：30分（勤務時間6.5時間）相談員2名体制

（強化） 平成21年度よりベテラン相談員1名を週1日確保し，翌年から2名の相談員のうち1名の勤務日数を増加し，相談体制を強化した。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食材の放射性物質測定検査を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 571                千円

8,356                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 5,624              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,065                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,351              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,130      

平成20年度の消費者行政予算 3,664                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

2,732              千円

うち交付金等対象外経費 2,161              千円

20年度差 -932               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,065                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 5,512                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        1,098  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 交通費，社会保険料を支給する。

②研修参加支援 ○ レベルアップのための研修費用を支給する。

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他 ○ 相談員3名により相談内容の確認，相談員同士の意見の交換等が容易にできる。

③就労環境の向上 ○ 相談員を常時2名体制に整え，相談員同士の交流をはかり，精神的負担軽減を図る。

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

873 367 1,240 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

高齢者向けリーフレットの作成、啓発品の作成等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害に対する注意喚起、危機意識の醸成
に向けた啓発の実施【交付金】

1,178 551 367 918 

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射能物質検査機器メンテ等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査の実施【交付
金】

325 322 322 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 21 常陸大宮市 自治体コード 082252 平成 27 年度

合計 1,503 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 高齢者向けリーフレット配布、啓発品の配布等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質の検査を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -913               千円

2,765                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,480              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,258              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

―

平成20年度の消費者行政予算 2,815                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

285                千円

うち交付金等対象外経費 1,198              千円

20年度差 -2,530            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                      千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 2,456                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

―

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国センや県のほか、消費者団体が開催する研修への参加支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

910 606 1,516 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

高齢者、小学生向けチラシ、冊子を作成配布す
る。若者向け啓発物品を作成し、成人式等で配
布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

高齢者等被害防止のための啓発事業や出前講
座の強化を図る。消費者教育の推進を図る。【交
付金】

944 496 330 826 

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員を増員し、相談員不在日をなくす【交付
金】

1,380 414 276 690 
・相談員報酬　H21年10月～（月額報酬105,000円＋
交通費10,000円×12月）1/2

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 22 那珂市 自治体コード 082261 平成 27 年度

合計 2,324 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 県や国センからのチラシのみで、特に啓発チラシ等なし。

（強化）
消費者の安全安心を図るため啓発用冊子、チラシ」、啓発物品を作成配布し強化を図る。
消費者教育のため、小学生向け冊子を作成配布し、啓発の強化を図る。等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名。相談員対応の相談日は週3日

（強化） H21年10月から相談員1名を増員し、相談員による週3日⇒週5日の相談対応を拡大し、相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -25                千円

4,092                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,516              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,380                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,320              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,380      

平成20年度の消費者行政予算 3,063                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

2,576              千円

うち交付金等対象外経費 2,601              千円

20年度差 -487               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 690                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,921                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,116  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で実施される研修参加を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

916 524 1,440 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

パンフレット購入費
ノベルティ購入費
チラシの印刷製本費　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費者団体消費啓発イベント委託料【交付金】 100 60 40 100 イベント開催委託費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

市内高校３年生用パンフレット購入【交付金】
消費者啓発ノベルティ購入【交付金】
消費者啓発チラシ作成【交付金】

538 323 215 538 

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員報酬・通勤手当【交付金】
※H22.4月から雇用の相談員１名分

1,289 387 258 645 相談員１名増員分の報酬・交通費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員研修旅費【交付金】
PIO-NET刷新に伴う研修旅費【交付金】

27 16 11 27 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

機器校正費　等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】放射性物質検査機器メンテナンス【交付
金】

130 130 130 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 23 筑西市 自治体コード 082279 平成 27 年度

合計 2,084 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 依頼のあったチラシ配置やポスター掲示のみで、啓発活動や教育活動はなし。

（強化） チラシやノベルティを活用し、若者・高齢者を対象とした消費者問題啓発を強化する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） 事業なし

（強化） 消費者団体が消費啓発イベントを開催し、啓発を強化する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国センは年１回、県等が主催する研修会に参加することを支援。

（強化） 国セン、県等が主催する研修会に参加することを支援し、相談員の知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名、相談日３日／週

（強化） 消費生活センターの週5日開設を維持し、相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） 事業なし

（強化） 【復興】食品放射能機器を活用し、自家用野菜や井戸水等を測定することで食の安全・安心を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,332            千円

3,949                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,880              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 638                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,186              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,289      

平成20年度の消費者行政予算 1,744                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,069              千円

うち交付金等対象外経費 2,401              千円

20年度差 -675               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 645                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,587                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        864    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県等が主催する研修への参加を支援。

今年度末予定 相談員数 -            人

有

無

2            人

相談員数 -            今年度末予定 相談員数 -            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 2            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,500 1,000 2,500 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育・啓発用物品の購入、一般消費者向け啓
発チラシ作成、食の安全に関するイベントに伴う経費
等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害防止及び食の安全に関する啓発【交
付金】

1,250 750 500 1,250 

旅費、研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増による相談体制の強化【交付金】 2,040 612 408 1,020 H22年4月から相談員1名増員に伴う経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加を支援【交付金】 100 60 40 100 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

相談員への弁護士助言【交付金】 130 78 52 130 弁護士委託費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 24 坂東市 自治体コード 082287 平成 27 年度

合計 3,520 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 高齢者の悪質商法被害防止や多重債務問題の防止啓発を実施する。また、食の安全イベントを開催し、食の安全に対する理解を促進

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップを目的に、国・県等主催研修会に相談員が参加することを支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年6月から相談員1名を配置し、週4日相談業務を実施

（強化） 平成22年4月から相談員1名を増員し、週5日相談業務を実施するなど相談体制を強化

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 相談員が受けた相談において、法律的な解釈が必要な場合に弁護士からのアドバイスを受けることができる

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -105               千円

6,159                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,500              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,020                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,185              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,040      

平成20年度の消費者行政予算 2,068                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

3,659              千円

うち交付金等対象外経費 3,764              千円

20年度差 1,591              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,020                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 5,949                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,206  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

998 522 1,520 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発物品等の作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

出前講座及び消費者啓発により消費者の意欲高
揚を図る【交付金】

1,015 641 374 1,015 

研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員増員し、PIO-NET入力への迅速化に努め
る【交付金】

470 141 94 235 相談員報酬・交通費等（H24.4～1名増員分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加を支援する【交付金】 54 - 54 54 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器メンテ等費用

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査を実施する【交
付金】

216 216 216 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 25 稲敷市 自治体コード 082295 平成 27 年度

合計 1,755 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 高齢者向けの悪徳商法防止のための出前講座を実施し、さらに民生委員及び消費者団体を対象に出前講座実施。

（強化） 消費者、高齢者被害防止のため、出前講座を強化する。また、啓発物品やリーフレットチラシ等を作成配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 県開催の研修旅費のみ支援。国セン研修は支援なし。

（強化） 消費者に対する最新の情報提供や助言を行うため、国セン研修についても支援を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を1名配置し、週3日相談窓口を開設。

（強化） 相談窓口開設週3日から週4日に拡大したことにより相談員を増員する（H24.4～1名増）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,185            千円

3,686                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,040              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 235                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,423              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

追加的総費用

470        

平成20年度の消費者行政予算 1,804                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

646                千円

うち交付金等対象外経費 1,831              千円

20年度差 -1,158            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 235                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,254                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        360    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談者に対し、情報収集や助言をするための研修参加支援をする。

今年度末予定 相談員数 -            人

有

無

-            人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 -            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,699 458 2,157 

放射性物質検査専任検査員の人件費
（4名分　1,980千円の1/4→495千円）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】放射性物質検査専任検査員の人件費（4
名分）【交付金】

1,980 495 - 495 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育パンフレット・グッズ、チラシの作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

市内イベントで配布する啓発グッズの購入、全戸
配布するチラシの作成、小中学生向け消費者教
育パンフレットの購入【交付金】

652 391 261 652 

研修負担金・旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員報酬・交通費用弁償増加分
（平成21年11月から相談員1名増員）【交付金】

828 248 166 414 
相談員報酬・交通費用弁償増加分
（平成21年11月から相談員1名増加分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップのための研修参加負担
金・旅費【交付金】

78 47 31 78 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正及び消耗品

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】放射性物質検査機器の校正及び消耗品
の購入【交付金】

518 518 518 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 26 かすみがうら市 自治体コード 082309 平成 27 年度

合計 4,056 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査機器等に係る検査をシルバー人材センターに委託し、食の安全・安心を確保した。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 消費者啓発チラシを年1回発行

（強化）
消費者啓発グッズ・教育冊子を購入し、出前講座・市内イベントなどで活用する。消費者啓発チラシを年2回発行し、全戸配布する。小中学生向け消
費者教育パンフレットを市内小中学生に配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 相談員の研修参加を年2回支援

（強化） 国セン等の研修支援を年10回に強化する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年6月から相談員を1名配置し、週3日相談窓口を開設

（強化） 平成21年11月から相談員を1名増員し、週5回（金曜日は2か所）相談窓口を設置し、相談体制を強化する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し、食の安全を確保するための検査機器の校正及び保守等を行う。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,530            千円

3,994                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 4,314              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 408                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,317              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

828        

平成20年度の消費者行政予算 2,317                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-320               千円

うち交付金等対象外経費 2,210              千円

20年度差 -2,637            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 414                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 4,527                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        606    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップに向け、国セン等の研修に参加する負担金・旅費を支援する

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,869 1,061 2,930 

【復興】H27専任検査員人件費（1人）
770千円×1/2台×1/4⇒96千円

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】市民に食の安全安心を提供するために、
専任検査員を配置する【交付金】

770 96 - 96 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発活動に必要な啓発品物品及びﾘｰﾌﾚｯﾄ購入費
「くらしのかわら版」印刷に係る消耗品費
消費者パネル購入費　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

くらしのかわら版の発行、出前講座及び啓活活
動のため啓発品及びﾘｰﾌﾚｯﾄ購入等【交付金】

1,126 676 450 1,126 

消費者行政担当職員及び相談員研修参加負担金及
び旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業
専門の相談員を配置し、様々な消費生活相談に
対応できるよう相談体制を図る【交付金】

2,706 812 541 1,353 相談員報酬・交通費等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

職員及び相談員のレベルアップのための研修参
加旅費【交付金】

145 87 58 145 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正等（平成25年度よ
り）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】　放射性物質検査機器の校正等【交付
金】

180 180 180 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

多重債務者庁内連絡会議において専門員による
職員研修に係る講師謝礼【交付金】

30 18 12 30 職員研修に係る講師謝礼

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 27 桜川市 自治体コード 082317 平成 27 年度

合計 4,957 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化） 【復興】専任検査員を配置する市民に食の安全安心を提供するために、

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 毎月「くらしのかわら版」の発行、出前講座及び啓発活動の強化を図り、消費者の安全安心の取り組み強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等の研修参加旅費及び研修負担金を支援し、知識やスキル向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員体制の強化

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査機器を活用し、食品等の放射意物質検査を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する司法書士を招き、職員の研修を開催し、スキルアップを図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -184               千円

4,046                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,930              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,278                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,767              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,706      

平成20年度の消費者行政予算 175                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,116              千円

うち交付金等対象外経費 1,300              千円

20年度差 941                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,353                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 4,067                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        2,170  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け、国セン等の研修に参加する旅費及び負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,792 1,194 2,986 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

需用費・報償費等（啓発関係経費）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

消費者団体が開催する講座・講演会等の支援
【交付金】

350 90 260 350 講師謝礼　等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者への情報提供の充実と消費者教育の推
進【交付金】

802 601 201 802 

研修参加旅費・参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
H21年度から消費者啓発推進員（1名）の配置に
よる消費者啓発の強化,H27年度から消費生活相
談員の報酬引き上げ分【交付金】

3,149 945 629 1,574 報酬，社会保険料等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】 284 156 104 260 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 28 神栖市 自治体コード 082325 平成 27 年度

合計 4,585 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 消費者団体と連携し，啓発事業を実施

（強化） 講座,講演会の対象を幼児，児童，生徒，一般（支援者を含む），高齢者へ拡充し全てのライフステージに合わせた啓発事業の充実を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費者団体が開催する講座，講演会など啓発，教育事業の支援をする。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国セン主催の専門研修参加への経費を支援する。

（強化） 国,県主催の研修会への参加機会を増やし，相談員等のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費生活相談員３名（週3日勤務）交代勤務で相談業務を実施

（強化）
H21から消費者啓発推進員（1名）を雇用し消費者教育の充実を図る。
H24から消費生活相談員3名(週5日勤務）交代勤務で相談業務を実施に加えて，平成27年度から月額報酬の引上げを図る。（160,000円→180,000円)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,689            千円

12,783            千円

-                    千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 5,972              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,153              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    千円

うち交付金等対象経費 2,451              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

3        

追加的総費用

3,149      

平成20年度の消費者行政予算 5,982              

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

6,811              千円

うち交付金等対象外経費 9,500              千円

20年度差 829                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,574              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 11,951            千円

対象人員数計

4        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,464  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H27年度より月額報酬を160,000円から180,000円に増額

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け，国セン等の研修に参加する旅費，負担額を支援した。

今年度末予定 相談員数 -            人

有

無

-            人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他 ○ 1日の勤務を4人体制としたことにより，休暇の取得，研修への参加が容易になった。

③就労環境の向上 ○ H24年より1日の勤務時間を7時間から6時間とし，相談窓口開設時間を二交代制とした。

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 -            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

746 497 1,243 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

講師謝礼、消費者教育リーフレット・グッズ等の作成等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

・消費者教育講座、講演会及び啓発イベント等の
開催【交付金】

1,245 729 486 1,215 

消費者行政担当者等の研修に参加するための旅費、
研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業 - 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

・消費者行政担当者等の研修参加旅費・負担金等
・消費者行政担当者等のPIO－NET刷新による研修参加旅費
【交付金】

219 17 11 28 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 29 行方市 自治体コード 082333 平成 27 年度

合計 1,464 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 消費者啓発用品・リーフレット等の作成、出前講座の開催

（強化） 上記の他，消費者啓発用品・リーフレット等を作成しキャンペーン等で配布、出前講座の内容を見直し消費者教育の強化を図る

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） レベルアップに向け、国民生活センターや県の研修に参加する旅費・負担金等を支援

（強化） 上記の他，国民生活センター相模原事務所研修施設を活用した研修参加支援を実施し、相談対応の強化を図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -86                千円

3,790                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,243              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,215              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 201                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

2,547              千円

うち交付金等対象外経費 2,633              千円

20年度差 2,346              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,848                千円

対象人員数計

うち先駆的事業 - 千円

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け、国民生活センターや県の研修に参加する旅費・負担金等を支援

今年度末予定 相談員数 人

無

有

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,100 734 1,834 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

ブース配布グッズ５００個
成人式用啓発小冊子作成５００部
講座用上質紙２,０００枚・講座使用備品（糖度計)購入・講師謝礼
メール配信サービスシステム利用料12ヶ月
定期配布用チラシ13,000枚×2・グッズ1,080個　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

イベント時ブース出展【交付金】
新成人用小冊子配布【交付金】
消費者教育講座の実施【交付金】
消費生活メール配信サービス【交付金】
注意喚起チラシ配布,啓発グッズ配布　等【交付
金】

1,034 620 414 1,034 

研修会参加旅費, 受講料

⑧消費生活相談体制整備事業
H22.3月から相談員の増員による相談体制の拡
充【交付金】

1,525 458 305 763 相談員報酬（1名）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】 37 22 15 37 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 30 鉾田市 自治体コード 008067 平成 27 年度

合計 2,596 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 回覧板にて消費生活センター案内チラシを配布。

（強化）

イベント時にブースを出展し啓発グッズを配布することで一般市民の意識向上を図る。
成人式にて小冊子を配布し、若者の意識向上を図る。
消費者教育講座を実施し一般市民の意識向上を図る。
メール配信サービスを開始し、市民に向けてより迅速な情報発信を図る。
回覧板にて注意喚起チラシを配布し市民に向けて情報発信を図る。
啓発グッズを作成し、街頭キャンペーンにて配布し、一般市民へ注意喚起を促す。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルを向上させるため、研修会への参加を積極的に支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名を配置し、週３日の相談業務を実施。

（強化） 相談員1名を増員して2名体制とし、週５日相談業務を平成２２年３月より実施。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -975               千円

4,215                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,668              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 457                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,602              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,525      

平成20年度の消費者行政予算 2,799                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

547                千円

うち交付金等対象外経費 1,522              千円

20年度差 -2,252            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 763                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 4,124                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,120  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国の研修参加に要する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,703 789 2,492 

【復興】H27専任検査員人件費(1人)2,023千円×1/4×
1/2→253千円
※貸与機器1台と一財整備機器の計2台で検査実施

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】放射性物質検査専任検査員人件費
【交付金】

2,023 253 253 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発冊子・物品の購入，幼稚園，保育所，小中学校へ
の図書配備等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

市民への消費者教育及び啓発の充実強化
【交付金】

990 594 396 990 

研修参加旅費・負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の報酬増額及び相談員の増員
【交付金】

1,486 446 297 743 
相談員報酬・費用弁償の増加分の1/2
(H26.4月から既存相談員2名の報酬増額及びH26.4月
から相談員1名増員）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】 110 66 44 110 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正費用(H25～)1台
分

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査の実施
【交付金】

266 266 266 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士と連携した相談員の勉強会【交付金】 130 78 52 130 弁護士謝金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 31 つくばみらい市 自治体コード ０８２３５０ 平成 27 年度

合計 5,005 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 【復興】消費者庁から貸与された放射性物質検査機器等に係る専任検査員(1人)を配置し，食の安全を確保する。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 市ホームページ及び広報紙で啓発。

（強化）
新成人・相談者・出前講座参加者対象に啓発冊子を購入・配布し，消費者教育の強化を図る。
市内幼稚園，保育所，小・中学校へ消費者教育に活用できる図書等を配備し，消費者教育の強化を図る。
小・中学生，一般市民向けの啓発物品の購入及びチラシ・ポスターを作成・配布し，消費者教育・啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 相談員の研修参加を支援（年3回）

（強化） 相談員または行政担当者の研修参加を支援（年12回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名，週4日　7.5時間勤務　報酬月額166,000円

（強化） 平成26.4月から相談員2名の報酬月額を180,000円に増額及び週2日 7.5時間勤務の相談員を1名増員し，相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し，食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 専門的な知識を必要とする相談に対応するため，弁護士を活用した相談員の勉強会を開催。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 1,489              千円

10,155            千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 2,492              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 669                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,029              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

追加的総費用

1,486      

平成20年度の消費者行政予算 1,565              

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

7,663              千円

うち交付金等対象外経費 6,174              千円

20年度差 6,098              

うち交付金等対象の賃料、人件費等 743                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 8,203              千円

対象人員数計

3        

うち先駆的事業 - 千円

1        920    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け，国セン等の研修参加旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,039 1,244 3,283 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発チラシ印刷、啓発品購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

啓発物品、啓発冊子の作成【交付金】 1,220 695 464 1,159 

研修参加旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談体制の充実【交付金】 3,262 979 652 1,631 相談員報酬（H21から配置，2名分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加費【交付金】 200 114 76 190 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機の校正等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】放射性物質検査の実施 173 173 173 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士と連携した相談の実施【交付金】 130 78 52 130 弁護士報酬等

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 32 小美玉市 自治体コード 082368 平成 27 年度

合計 4,985 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発チラシやグッズを配布し、消費者意識の高揚を図る。くらしの豆知識を消費者団体や民生委員に配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加の費用を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年度11月に消費生活センターを開設し、相談員２名を配置。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査機器を活用し、食品等の放射性物質検査を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 相談員が多様化する相談に対応できるよう弁護士と連携した相談会を開催する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,922            千円

5,409                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 6,566              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,518                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,472              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

3,262      

平成20年度の消費者行政予算 616                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-1,157            千円

うち交付金等対象外経費 1,765              千円

20年度差 -1,773            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,631                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 5,237                千円

対象人員数計

2        

うち先駆的事業 - 千円

2        2,496  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 積極的な研修参加における費用を支援する

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上 ○ 平成26年度より相談員2名分の交通費と有給休暇の支給をする。

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,225 819 2,044 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

中学生，成人を対象とした啓発冊子
高齢者を対象とした啓発冊子（全戸配布）　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

中学生，成人者，高齢者等を対象とした被害予
防啓発【交付金】

574 344 230 574 

研修参加旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
H22.4月から相談員（１名）の配置による相談体制
の整備【交付金】

2,857 856 572 1,428 報酬，費用弁償，社会保険料等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】 43 25 17 42 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 33 茨城町 自治体コード 008302 平成 27 年度

合計 3,474 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化）
中学生，成人者の消費者問題未然予防及び問題解決力の強化を図るため啓発冊子を配布する。
高齢者が被害に遭わないよう見守りを兼ねた啓発冊子を全戸配布する。等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国セン等への研修参加のための旅費，負担金等を支援し相談員のスキルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） H22年4月から相談員1名を配置し，相談業務週5日の内相談員は週4日出勤し，相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -4,028            千円

3,466                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 4,088              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,422                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,024              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

2,857      

平成20年度の消費者行政予算 110                   

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-622               千円

うち交付金等対象外経費 3,406              千円

20年度差 -732               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,428                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 5,430                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,674  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップに向け，国セン等の研修に参加する旅費，負担金等を支援する。

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,525 851 2,376 2,376

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発チラシ，物品の作成。消費者教育に係る物品の購
入。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害防止のための啓発等の強化【交付金】 1,110 666 444 1,110 

研修参加費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
H21から相談員1名の配置【交付金】
週3日対応（残り2日は職員対応）

1,293 387 259 646 相談員報酬等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員及び相談担当職員の研修参加を支援【交付
金】

177 106 71 177 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等 250 250 250 

ＬＧＷＡＮ回線利用のための端末購入等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

ＬＧＷＡＮ回線利用のための端末購入等【交付金】 193 116 77 193 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 34 大洗町 自治体コード 083097 平成 27 年度

合計 3,023 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活被害の防止を図るため、啓発チラシ・物品等を作成し、周知啓発を行う。また、出前講座や講演会など消費者教育にも取り組む。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） より専門的な知識を見につけるため、長期研修等にも参加できるように旅費等を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の相談員1名を配置し、様々な消費生活相談に対応できるよう、窓口を5日開設する。（週3日は相談員，残り2日は職員が対応）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） ＬＧＷＡＮ回線利用のための端末購入等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -2,374            千円

3,022              千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 4,752              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 644                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 2,039              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,293      

平成20年度の消費者行政予算 78                  

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-1,730            千円

うち交付金等対象外経費 644                千円

20年度差 -1,808            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 646                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 2,683              千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        1,080  

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費、負担金等の支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,388 1,062 706 1,768 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

被害防止啓発ノベルティ（エコバック）の作成
町広報紙への啓発記事の差込
消費者教育用教材(書籍)の購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

高齢者への被害防止啓発ノベルティ配布【交付金】
新成人への消費者教育書籍の配布【交付金】
町広報紙、町内イベント等での被害防止啓発活動【交付金】

948 569 379 948 

研修参加費、宿泊費、受講料等

⑧消費生活相談体制整備事業
平成22年4月から相談員を配置し、週1日の相談業務を開始。
平成23年度から相談日を週3日に拡充し、相談員を月14日配
置【交付金】

1,224 363 241 604 相談員報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】 51 31 20 51 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

PIO-NET用パソコン等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

26年度
補正予算

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

LGWANを使用したPIO-NETの整備【交付金】 165 99 66 165 

083101 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 35 城里町 自治体コード

記入要領P1，1－２の例に従って文末
に【交付金】と記載すること。

交付金と一般財源を含めた事業全体経費 交付金の対象経費のみ

（注意）
一般分の27年度本予算と26年度補正予算の分割方法は，メー
ル本文の注意事項に従って記入すること。

相談体制整備計画を参照して記入



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年4月から相談員を配置し、週1日の相談業務を開始。平成23年度から相談日を週3日に拡充し、相談員を月14日配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用リーフレットを作成し、広報紙を利用して町内へ全戸配布する。啓発用ノベルティを作成し、イベント・出前講座等に配布し啓発を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員が研修に参加する際の旅費や宿泊費、受講料を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） LGWANを利用したPIO-NETの環境を整備するためにパソコンを購入する。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,770            千円

2,580                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,536              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 604                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,460              千円

追加的総費用

1,224      

平成20年度の消費者行政予算 223                   

1,318  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

-956               千円

うち交付金等対象外経費 814                千円

20年度差 -1,179            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 604                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 2,274                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

26年度の事業計画書の記載と一致させること

前年度＝26年度
今年度＝27年度

26年度の消費者行政経費の決算額（決算見込額，最終補正額も可）を記入。
「26年度実績報告書　歳入歳出決算書」の「歳出」の記載と一致させる。千円未満は切り捨て。他も同様。
26年度の消費者行政活性化基金の実績額（実績見込みも可）を記入。
「26年度実績報告書　歳入歳出決算書」の「歳入」の金額の記載と一致させる。
相談員等の人件費を記載

正職員の時間外手当に基金を充当する場合の金額。※下妻市のみ対象

27年度の歳入歳出予算書の「歳出」の金額と一致させる。

27年度の歳入歳出予算書の「歳入（交付金分）」の金額と一致させる。

正職員の時間外手当に交付金を充当する場合の金額。



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向けて、国民生活センター等の研修に参加する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人
記載要領P4，6－2参照

記載要領P4，6－3参照

26年度における首長表明の有無

26年度における雇止めの有無



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,133 757 1,890 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

学習会講師謝礼
小・中学校，新成人，敬老者への消費者教育用リーフ
レット・啓発物等購入費
住民の野菜工場（千葉大学）等見学会バス借り上げ
代，高速使用料，見学料等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

賢い消費者作り学習会実施【交付金】
児童生徒消費者教育資料配布【交付金】
住民対象食の安全視察研修会実施【交付金】

1,092 576 384 960 

研修参加旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の勤務日数増加に伴う増加部分【交付
金】

1,480 440 294 734 
相談員の報酬増加分、交通費増加分、共済費等
（H22.4月から相談員1名　週3日⇒週5日）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】 337 117 79 196 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 36 東海村 自治体コード 083411 平成 27 年度

合計 2,909 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 県や国センからのちらし等の掲示等のみで，特に啓発・教育活動なし

（強化）
一般住民を対象とした消費生活学習会を実施し，啓発の強化を図る。
小中学生，新成人，敬老会参加者等を対象に消費啓発リーフレットを配布し意識啓発を図る。
住民参加型見学会（千葉大学野菜工場，雪印メグミルク工場など）を実施，食の安全への取組に関する知識向上を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 自己負担による研修参加，公費では2年に1回，国セン又は全国フォーラムのどちらかに参加

（強化） 国センや県等が主催する研修へ参加するため旅費・負担金等を支援し，知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名，1人当たり相談日は，3日／週

（強化） H22年4月から，相談員2名のうち1名の勤務を週3日から週5日へ拡大し，相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -32                千円

5,720                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,890              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 736                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,119              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,480      

平成20年度の消費者行政予算 3,242                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

3,830              千円

うち交付金等対象外経費 3,862              千円

20年度差 588                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 734                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 5,981                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        624    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国や県などの研修参加に要する旅費・負担金を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上 ○ 出勤日が増加した相談員の社会保険・雇用保険加入

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,149 599 1,748 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

参考図書の購入，啓発用物品，チラシ等の作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者啓発，教育の充実強化【交付金】 1,000 600 400 1,000 

研修参加旅費，資料代等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置【交付金】 509 153 102 255 相談員の報酬，費用弁償（H22.4から1名配置）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

研修参加者支援【交付金】 43 26 17 43 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器（1台）の校正費用（H24
～）
【復興】放射性物質検査に係る消耗品購入（H24～）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品中の放射性物質検査に係る機器メン
テ等。【交付金】

250 250 250 

端末の購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

PIO-NETのLGWAN回線利用のための端末の購
入【交付金】

200 120 80 200 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 37 大子町 自治体コード 083640 平成 27 年度

合計 2,002 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし。

（強化） 啓発チラシや啓発グッズを作成し，消費者啓発や消費者教育の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし。

（強化） 国センや県等が主催する研修へ参加するための旅費等の支援をし，知識やスキルの向上を図る。（国セン5日，県5日）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 平成22年度から相談員による相談窓口開設（平成27年度は毎週木曜日）をし，相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし。

（強化） 【復興】食品中の放射性物質検査に係る消耗品購入，機器メンテ等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし。

（強化） PIO-NETのLGWAN回線利用の為の端末の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,979            千円

1,890                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,496              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 248                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,966              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

509        

平成20年度の消費者行政予算 70                    

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-1,606            千円

うち交付金等対象外経費 373                千円

20年度差 -1,676            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 255                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 2,339                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        294    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン，県開催の研修会への参加支援（国セン5日，県5日）

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,406 700 2,106 

【復興】専任検査員（1人）
425千円の1/4→106千円

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

【復興】食品等の放射性物質検査に係る専任の
検査員を配置。【交付金】

106 106 106 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発用チラシ・物品等の作成、消費者教育用教材等の
購入
食の安全に関する出前講座の開催等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者教育啓発を充実強化する。【交付金】
食の安全の啓発を実施する。【交付金】

1,331 799 532 1,331 

旅費、研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業
H22.4月から消費生活相談員1名の増員【交付
金】

658 197 132 329 報酬費等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の研修参加を支援する。【交付金】 90 54 36 90 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

【復興】食品等の放射性物質検査を実施する。
【交付金】

250 250 250 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 38 美浦村 自治体コード 008442 平成 27 年度

合計 2,435 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査に係る専任の検査員を配置

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 一般住民を対象とした消費生活学習会を実施し，啓発の強化を図る。

（強化）
食品安心安・全分野の対応力を強化するため、住民を対象とした調理実習を兼ねた研修会を開催する。
消費者被害の防止を図るため、啓発チラシ・物品等を作成配布する。また、老人会や健康教室などで出前講座を実施し、消費者教育の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国民生活センター及び県消費生活センターの研修参加を支援し、相談員のレベルアップを図る。

（強化） 国センや県等が主催する研修へ参加するため旅費・負担金等を支援し，知識やスキルの向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員1名を配置し、週３日消費生活相談を実施。

（強化） 多様化・複雑化する消費生活相談業務を円滑に実施するため、H22年4月から相談員を1名増員し、2名体制で相談業務を行う。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存） なし

（強化） 【復興】放射性物資検査機器を実施し、食の安全を確保する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,468            千円

3,943                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 4,212              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 658                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,896              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

658        

平成20年度の消費者行政予算 2,072                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-269               千円

うち交付金等対象外経費 1,199              千円

20年度差 -2,341            

うち交付金等対象の賃料、人件費等 329                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 3,095                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        648    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県消費生活センター主催の研修参加費用の支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 2            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 2            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,058 708 1,766 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者教育・啓発用物品の購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

被害防止のための消費者教育・啓発事業【交付
金】

818 490 328 818 

相談員研修旅費、受講料、研修負担金、行政職員旅
費等

⑧消費生活相談体制整備事業
あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引上げると

ともに、平成23年から新たに相談員を1名配置増【交付金】 1,742 502 335 837 報酬、費用弁償

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の国セン等主催研修参加支援【交付金】 111 66 45 111 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 39 阿見町 自治体コード 084433 平成 27 年度

合計 2,671 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存）
県等が作成したパンフレットやリーフレットを配布したり、啓発用リーフレット等を作成し、出前講座等で配布することにより、消費者教育・啓発の充実を
図った

（強化）
地域における消費者教育を推進し、センターをPRするため、高齢者・若者等を対象とした消費者教育の冊子・啓発用物品を購入し講座や月間啓発等
で配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国等で実施する研修に支援

（強化） 継続して国・検討が開催する研修に参加し相談員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年度は専門相談員2名配置。平成21年度より消費生活センター週5日の開設を専門相談員5日の対応とした。

（強化）
平成23年度4月からは、あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引上げるとともに、相談件数の増加に対応するため、新たに相談員を1名配置した。
継続して3名配置とする。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -1,625            千円

4,775                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 3,532              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 816                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,113              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

追加的総費用

1,742      

平成20年度の消費者行政予算 2,023                

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

1,243              千円

うち交付金等対象外経費 2,868              千円

20年度差 -780               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 837                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 4,981                千円

対象人員数計

3        

うち先駆的事業 - 千円

1        882    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 継続して国・県等の研修参加のため旅費等を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 3            今年度末予定 相談員数 3            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            今年度末予定 相談員総数 3            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

398 263 661 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

消費者啓発パンフレット・リーフレット・啓発物品の作成
及び購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

広報媒体を活用した、消費者教育及び消費者啓
発【交付金】

429 258 171 429 

研修参加者交通費、研修費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 H23.1月から相談員1名配置【交付金】 404 122 80 202 
相談員報酬（7,200円×53回＝381,600円）
費用弁償（476円×53回＝25,228円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

研修参加支援【交付金】 30 18 12 30 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 40 河内町 自治体コード 084470 平成 27 年度

合計 863 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のための教材（パンフレット・リーフレット）及び啓発物品の購入。各施設に配布し、啓発を図る

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の知識向上を図るため、国・県が主催する研修の参加に交通費、研修参加費、教材費等を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） H23.1月より相談員1名を配置し、週1日相談対応を行う

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -738               千円

1,104                千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,322              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 202                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 635                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

404        

平成20年度の消費者行政予算 5                      

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-218               千円

うち交付金等対象外経費 520                千円

20年度差 -223               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 202                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 1,155                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        318    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加時における交通費、研修参加費、教材費等の支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上 ○ 相談機能向上の為の執務参考資料の整備

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

697 464 1,161 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

①小中学生向け消費者教育図書の配布
②図書館の図書整備
③-1出前講座の実施
③-2パンフレットスタンド整備
③-3啓発物品及び啓発チラシの作成　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

①小中学生の消費者教育の推進
②消費者教育を推進するため図書を整備
③消費者被害防止を啓発する
【交付金】

1,031 615 416 1,031 

研修参加費報酬および旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員を非常勤特別職に位置づけ、消費生活相
談を実施する。【交付金】

240 72 48 120 相談員報酬（H22.1月から1名配置）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップのための研修参加旅費
【交付金】

30 10 - 10 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 41 八千代町 自治体コード 085219 平成 27 年度

合計 1,301 

test-user99:



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） 県及び国等のチラシ掲示を実施、啓発・教育活動なし。

（強化）

小中学生に消費者教育冊子を配布して、消費者教育の推進をする。
消費者教育を推進するため、図書館の消費者教育図書の整備をする。
消費者教育を推進するために、出前講座を実施する。
消費者被害防止の啓発のため、パンフレットスタンドを整備する。
消費者被害防止の啓発のため、啓発物品及びチラシを作成する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップのための研修参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年1月から相談員を配置し、月２回の相談を実施し、相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 21                  千円

1,353              千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,161              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,479              千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

240        

平成20年度の消費者行政予算 47                  

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

192                千円

うち交付金等対象外経費 171                千円

20年度差 145                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 1,650              千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        192    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップのための研修参加支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他 ○ 相談員を研修会講師として起用

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

345 230 575 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

各種イベント参加者や出前講座受講者に配布する、
消費者啓発用ノベルティグッズの購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者啓発用消耗品の購入【交付金】 500 300 200 500 

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬（人件費1/2）【交付金】 150 45 30 75 
相談員報酬（Ｈ22年4月から1名）日額1万円
勤務日15日（相談日1回/日、出前講座3回/年）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

- 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 42 五霞町 自治体コード 085421 平成 27 年度

合計 650 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 各種イベント参加者（一般住民）や高齢者・若者（中学生）向け出前講座受講者に、消費者啓発グッズを配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 多様化する消費者相談に対応するため相談員1名を配置し、月1回の相談窓口設置及び年3回の出前講座を実施する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -520               千円

695                   千円

-                      千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 1,150              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 60                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 60                  千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

150        

平成20年度の消費者行政予算 11                    

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

-455               千円

うち交付金等対象外経費 65                  千円

20年度差 -466               

うち交付金等対象の賃料、人件費等 75                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 125                   千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        105    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

今年度末予定 相談員数 -            人

有

無

-            人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数 -            

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数 -            

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

50 570 620 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

啓発用リーフレット・冊子・グッズ等の購入　等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者への啓発の強化及び消費者教育の充実
【交付金】

450 - 450 450 

研修参加の交通費等

⑧消費生活相談体制整備事業 H22.4月から相談員1名配置【交付金】 240 - 120 120 消費者行政相談員報酬（１人，月２回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員のレベルアップの研修参加費【交付金】 50 50 50 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 43 境　町 自治体コード 085464 平成 27 年度

合計 740 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用チラシ・物品等により、広く周知・啓発を図る。また、出前講座や小中学校における児童・生徒への消費者教育の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップのために研修参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） H22.4月から相談窓口を開設し，相談体制の維持・継続を図る。（H22～H25：1回/月，H26～：2回/月）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 727                千円

745                千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 620                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 568                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

240        

平成20年度の消費者行政予算 5                    

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

125                千円

うち交付金等対象外経費 64                  千円

20年度差 690                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 695                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        144    

実施形態

月2日×6h×12月＝144h



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン等への研修参加を支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 2            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

123 82 205 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

- 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

- 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

- 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

- 

研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 H22.4月から相談員1名の配置【交付金】 417 108 72 180 相談員報酬等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

消費生活相談員の研修参加支援【交付金】 25 15 10 25 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

- 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

- 

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

- 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

合計

市町村事業計画様式

都道府県名 茨城県 市町村名 44 利根町 自治体コード 085642 平成 27 年度

合計 442 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加を支援し，レベルアップを図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を配置し，週１回相談窓口を開設する。（H22.4.1～）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

食品中の放射性物質検査に係る機器メンテ等
先頭に【復興】と記載。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円 前年度差 -37                千円

445                   千円

千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象経費 205                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 209                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち交付金等対象経費 835                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

417        

平成20年度の消費者行政予算 -                      

人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数

240                千円

うち交付金等対象外経費 277                千円

20年度差 240                

うち交付金等対象の賃料、人件費等 180                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

千円

前年度の消費者行政予算 1,112                千円

対象人員数計

1        

うち先駆的事業 - 千円

1        288    

実施形態



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加の旅費等の支援

今年度末予定 相談員数 人

有

無

人

相談員数 1            今年度末予定 相談員数 1            人

今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            今年度末予定 相談員総数 1            人

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

④その他

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 前年度末 人

うち定数外の相談員 前年度末 人

相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 人相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 人
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